平成   年   月   日
大相模カントリークラブ理事会御中

 会員氏名                   印
在外会員申請書

  この度下記の事由により在外会員の申請をいたします。ご詮議の上ご承認くださいますようお願い申し上げます。

	会員種別

○で囲んで下さい
	 （ 個   人 ，法    人 ）

 （ 正会員  ，平日会員 ）
	会員番号
	

	現在住所
	〒

（電話番号）

	移転先
	住所
	〒

（電話番号）

	
	勤務先名称
	

	留守宅住所
	〒

（電話番号）

	専用ﾛｯｶｰ使用の有無
	  有  ，  無            （○で囲んで下さい）
 ロッカーNo.             

	年会費振替口座

変更の有無
	  有  ，  無            （○で囲んで下さい）
「有」の場合、口座振替依頼書を提出下さい

	郵便物(会報等)の要 不要  
	  必要  ， 不要         （○で囲んで下さい）
「必要」な場合、留守宅住所に送付します

	申請事由
	· 必ず証明書類（辞令写し、領事館証明書等）を添付してください




在外会員資格（運営規則施行細則第２章第４条）を喪失した場合　　　　は速やかに申請を取り下げる。

以上
理事署名




  承認印
在外会員申請手順について

在外会員申請書（更新）にご記入の上、証明書類（辞令写し、領事館証明書等）を添付し、ゴルフ場フロントヘ直接ご提出いただくか、東京営業所へご郵送　　下さい。

理事会で審議の上、承認がおりましたら、申請の翌年より年会費が減額となります。

なお、在外会員資格（以下の運営規則施行細則第2章第４条を参照ください）を喪失した場合は速やかにご連絡下さいますようお願いいたします。
・年会費金額

在外会員年会費
正会員

16,800円（税込）



平日会員
14,700円（税込）
・年会費振替口座の口座変更がある場合

口座振替依頼書をご提出下さい。口座振替依頼書が必要な場合はご請求下さい。

・郵便物

留守宅へ送付いたします。

	運営規則施行細則第2章第４条 抜粋

会員で東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、静岡県、山梨県以外に引き続き1ヶ年以上居住する者を地方会員、1ヶ年以上引き続き海外に在る者を在外会員とする。地方会員、在外会員の年会費は理事会の承認に基づき翌年より減額され、上記都県内に戻った場合、翌年より通常の年会費に変更する。また、住所変更のあった場合1ヵ月以内に届出なければならない。ただし期間が２年以上に及ぶ場合は、２年毎に更新しなければならない。更新手続がなければ自動的に通常会員に復帰するものとする。


[問合せ先]

東京営業所
〒141-0031  

東京都品川区西五反田8-1-2 平森ビル８階






TEL 03(5759)2574

ゴルフ場
〒243-0308 

神奈川県愛甲郡愛川町三増1764-4

TEL 046(281)1181

